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令和５年第１１回室蘭市教育委員会定例会

１ 日 時 令和５年１１月２２日（水）

開会 午後４時３０分

閉会 午後５時３０分

２ 場 所 室蘭市役所 ２階大会議室

３ 本日の議事日程

４ 出席委員 伊藤教育長 稲川委員 定廣委員 古谷委員 増川委員

５ 説明員 坂口教育部長 太田教育部次長 入村教育指導参事

棟方指導主事 山本指導主事 船橋総務課長

山口学校教育課長 田中生涯学習課主幹 佐藤生涯学習課主幹

伏見図書館長 藤谷学校給食センター所長

日程

第１

第２

第３

第４

第５

第６

第７

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

会 議 録 承 認 に つ い て

報告第１号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 １ ２ 月 行 事 予 定 の 件

報告第２号 室 蘭 市 教 育 支 援 委 員 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

議案第１号
公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 の 件 に 係 る 市 長 へ の

申 入 れ の 件 （ 室 蘭 市 Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー ）

議案第２号
公 の 施 設 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 の 件 に 係 る 市 長 へ の

申 入 れ の 件 （ 入 江 運 動 公 園 テ ニ ス コ ー ト ）

諸般の
報告事項

令和 5 年度 市 町 村教 育委 員 会 研 究 協議 会 参 加 に 係る報 告 （ 増 川委 員 ）
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伊藤教育長 ただ今から、令和５年第１１回室蘭市教育委員会定例

会を開会いたします。日程第１「会議録署名委員の指名」

を行います。本日の会議録署名委員に増川委員を指名い

たします。

次は、日程第２「会議録承認について」であります。

令和５年第９回定例会の会議録は、先日、委員の皆様に

案として配布いたしております。

配布案のとおり、承認することにご異議ありませんか。

（異議なし）

伊藤教育長 ご異議がありませんので、承認といたします。

次は、日程第３「報告第１号 室蘭市教育委員会１２

月行事予定の件」を議題といたします。事務局の説明を

お願いします。

船橋総務課長 「報告第１号 室蘭市教育委員会１２月行事予定の件」

のうち、主なものにつきまして、ご説明いたします。２

ページの報告第１号別紙をご覧下さい。

はじめに、学校教育課でございます。２２日に各小中

学校で２学期終業式が行われます。２９日から翌年１月

３日まで各小中学校は学校閉庁日となります。次に、生

涯学習課でございます。はじめに、社会教育では、２１

日に「令和５年第６回社会教育委員の会」が開催されま

す。次の民俗資料館では、１０日に「とんてん館寺子屋

教室、しめ縄づくり体験学習会」が、１７日に「石臼も

ちつき体験学習会」が開催されます。次の市民美術館で

は、１日から２８日まで「中野美砂子作品展」が、６日

から１７日まで「第４０回市民ギャラリー展」が開催さ

れます。次のＤＥＮＺＡＩ環境科学館では、３日に「室

蘭工業大学わくわく実験講座」が、１６日に「エコ教室

未来のエネルギー」が、２３日に「プラネタリウム特別

投影」が、同じく２３日に「開館２周年記念中垣哲也氏

オーロラトークライブ上映会」が、２４日に「おもちゃ

の病院中島」が開催されるほか、「ファミリーサイエン

ス」や「スポットサイエンス」が随時、開催されます。

次の図書館では、２日と２３日に「おはなし会」が、１

３日に「ステップライブラリー」が、１６日に「子ども
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工作会シャカシャカオーナメントを作ろう」が、２０日

に「親子読書ふれあい事業（ブックスタート）」が開催

されます。次の港の文学館では、１日から２８日まで「企

画展・港の文芸誌展・文学の香り漂う街、室蘭」が、９

日「本との出会い、今年の一冊」が開催されます。説明

は以上でございます。

伊藤教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。それでは、報告第１号は終了します。

次は、日程第４「報告第２号 室蘭市教育支援委員会

諮問に対する答申の件」を議題といたします。事務局の

説明をお願いします。

山口学校教育課長 「報告第２号 室蘭市教育支援委員会諮問に対する答

申の件」について、ご説明申し上げます。

本件は、今年６月に室蘭市教育支援委員会に対しまし

て、児童生徒等の適切な就学及び就学後の教育的支援に

関すること等について諮問していたところでございます

が、報告第２号参考１のとおり１０月３０日付けで同委

員会より答申がありましたので、本日は、その判定内容

をご報告するものでございます。次ページの報告第２号

別紙をご覧いただきたいと存じます。

上段の表は、現在の小学校１年生から中学校２年生ま

での在学児童生徒１９５名の判定結果でございまして、

適切な就学の場や必要な支援を審議し、障がいの種類、

程度に応じて、それぞれ通常学級、特別支援学級、特別

支援学校、言語通級指導教室の判定がなされたものでご

ざいます。同様に、中段の表は、来年度に小学校に入学

する予定の児童５９名の判定結果でございます。下段の

表は、今年度の対象者の総数を記載してございます。合

わせて２５４名の判定をしたところでございます。また、

参考としまして、報告第２号参考２では、本市教育支援

委員会での審議結果や特別支援学級児童生徒の推移を、

報告第２号参考３では、特別支援学級在籍者の本市と登

別市、全道との比較を示す資料を付けておりますのでご

参照ください。なお、今後は、この答申を基に、初入学

児童は教育委員会が、在学児童生徒は在籍校が、それぞ

れの保護者との面談を行なった上で最終的に就学先を決
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定することとなっております。説明は以上でございます。

伊藤教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。参考２の資料では、平成２４年度は自閉症・情緒

の子が８９人でしたが、令和５年度は１９２人と倍以上

になっているので、ここが室蘭の特別支援のこども達が

増えている一番の要因と考えて良いのでしょうかね。

山口学校教育課長 はい。小学校に入学するタイミングで、幼稚園や保育

所から、落ち着いて学習に臨むことが難しいのではない

かという情報が入る体制が室蘭市は整っており、情緒学

級で先ずはというような判定が多いことから、増えてい

る傾向にあります。

定廣委員 先生や支援員の人数は足りているのでしょうか。また

増員予定であったり、支援員の配置基準はあるのか、室

蘭市はその基準よりも多い配置をしているのか等の現状

を教えていただきたいです。

山口学校教育課長 今年度は、喜門岱小学校を除く市内の小中学校１５校

に、特別支援学級の教員が８０名、支援員が４３名配置

されております。支援員は平成２６年度で４４名配置し

ておりましたので、学校数は当時より減少していますが、

支援員人数は、ほぼ変わらない状況となっています。令

和２年度に通常学級で中々、学習に集中出来ないこども

を支援するというところで、基準を見直し、通常学級で

の支援員の配置も行っているところで、支援員の人数に

おいては、不足はしていないと考えております。

坂口教育部長 支援員は室蘭市が独自で配置しているもので、北海道

では、教員の配置は行っていますが、支援員の配置基準

というものはないため、室蘭市の支援員の人数が他と比

べて、どうなのかというところはわからないのですが、

室蘭市が配置に力を入れていないという訳ではないとい

う認識は持っています。

伊藤教育長 実態に応じて、必要に応じて、今後、支援員の配置増

ということは考えないといけないと思っています。ほか
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に、ありませんか。それでは、報告第２号は終了します。

次は、日程第５「議案第１号 公の施設に係る指定管

理者の指定の件に係る市長への申入れの件（室蘭市Ｂ＆

Ｇ海洋センター）」を議題といたします。事務局の説明

をお願いします。

佐藤生涯学習課主幹 「議案第１号 公の施設に係る指定管理者の指定の件

に係る市長への申入れの件（Ｂ＆Ｇ海洋センター）｣で

ございます。本件は、１０月１７日に開催されました指

定管理者選定委員会におきまして、指定管理者が選定さ

れましたことから、本教育委員会で議決をいただいた後、

第４回市議会定例会の議案として、市長に申し入れする

ものでございます。それでは、お手元に配付の資料に基

づきましてご説明申し上げます。

室蘭市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する

条例第２条の規定に基づき、公募によることといたしま

して、７月１日から８月末までの２カ月間の応募期間を

設けた結果、１団体から応募があったところでございま

す。室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センターについては、一般社団法

人室蘭市スポーツ協会を指定するものでございます。指

定期間につきましては、令和６年４月１日から令和１１

年３月３１日までの５年間としております。なお、参考

といたしまして、選定結果及び評価書を添付しておりま

すので、ご参照願います。説明は以上でございます。

伊藤教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。

増川委員 内容が抽象的で、何かありますかと言われても回答し

ようがないのですが。

佐藤生涯学習課主幹 もう少し具体的なご説明をしますと、まず公募という

ことで２カ月間で応募が１件しかなかったのですが、問

い合わせは１件ありました。Ｂ＆Ｇ海洋センターについ

ては、特別な条件がありまして、Ｂ＆Ｇ海洋センターか

ら指定された公認のインストラクターがいることが条件

となっておりまして、中々応募がないところであります。

問い合わせは、本州で同じくＢ＆Ｇ海洋センターを運営
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しているところから、こちらへの応募が出来ないかとい

う問い合わせがあり、結果としてはこちらに事務所を構

えないといけない等ありまして、最終的な応募はありま

せんでした。あとは、評価の内容ですが、主に３つあり

まして、施設の管理運営、自主事業、後は費用の部分で、

市の指定管理委託料と合うのかどうかがあり、評価とし

ては、施設の管理運営の部分については、今までも一定

程度の管理をされているということと、令和４年度の利

用者数が全国５位と、他と比べても優れており、評価し

ているところで、自主事業についてもヨット等、色々と

やっていただいていて、小さいながらも皆さんに喜ばれ

ている施設にしていただいているということで、評価さ

せていただいて、引き続き室蘭市スポーツ協会にお願い

するということになりました。

増川委員 室蘭市スポーツ協会は他の施設も管理されていました

よね。

佐藤生涯学習課主幹 市の体育施設の管理をしていただいております。

増川委員 人員は大丈夫でしょうか。

佐藤生涯学習課主幹 インストラクターの他に２人の３人体制で雇っていま

すので、大丈夫です。

伊藤教育長 ほかに、ありませんか。それでは、議案第１号は原案

のとおり可決することにご異議ありませんか。

（異議なし）

伊藤教育長 ご異議がありませんので、原案のとおり可決いたしま

す。

次は、日程第６「議案第２号 公の施設に係る指定管

理者の指定の件に係る市長への申入れの件（入江運動公

園テニスコート）」を議題といたします。事務局の説明

をお願いします。

佐藤生涯学習課主幹 「議案第２号 公の施設に係る指定管理者の指定の件
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に係る市長への申入れの件（入江運動公園テニスコー

ト））｣でございます。それでは、お手元に配付の資料に

基づきましてご説明申し上げます。

入江運動公園テニスコートにつきましては、指定手続

条例第５条の規定に基づき、公募をせずに非公募で選定

を行うこととし、書類の審査で行ったところでございま

す。非公募の理由につきましては、これまで高砂にあっ

たテニスコートを入江運動公園内に整備するものであり、

公園内の陸上競技場・プール・体育館を含めて、一体的

に管理・運営することにより効率化が図られるものでご

ざいます。そのため、指定管理者につきましては、現在、

他の体育施設を管理しております一般社団法人室蘭市ス

ポーツ協会を指定するものでございます。指定期間につ

きましては、現在、他の体育施設を管理期間に合わせま

して、令和６年４月１日から令和１４年３月３１日まで

の８年間としております。なお、参考といたしまして、

選定結果及び評価書を添付しております。

室蘭市スポーツ協会につきましては、これまでも高砂

のテニスコートや廃止となった祝津テニスコートを管理

していただいてましたので、問題なく運営していただけ

けると考えております。また、スポーツ協会ということ

もありまして、テニス協会とオープンに向けた準備等、

連携して行っていただけると考えております。

伊藤教育長 テニスコートの面数について説明して下さい。

佐藤生涯学習課主幹 元々、祝津テニスコートが４面、高砂テニスコートが

９面、だんパラに４面の計１７面あり、それが新しく１

２面となり、面数は減りましたが、照明を整備しました

ので、社会人の方等にご利用していただけるのかなと思

っております。

伊藤教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありませ

んか。それでは、議案第２号は原案のとおり可決するこ

とにご異議ありませんか。

（異議なし）
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伊藤教育長 ご異議がありませんので、原案のとおり可決いたしま

す。日程第７につきましては、令和５年１１月１０日に

増川委員が広島県で開催された文部科学省が主催する令

和５年度市町村教育委員会研究協議会へご出席されまし

たので、諸般の報告と致しましてご報告していただきま

す。増川委員よろしくお願いします。

増川委員 お手元にある報告書に沿って、ご報告させていただき

ます。１１月１０日に広島県にて研究協議会に参加させ

ていただきました。内容については、前半で文部科学省

の企画官より行政説明があった後に、後半はそれぞれの

分科会に分かれて、各市の教育委員会の方々と意見交換

をするという流れになっていました。

前半の行政説明については、別添の資料が配られ、パ

ワーポイントにて説明がありました。特に時間を割いて

説明していた部分について、メモという形で残してあり

ますが、この辺りを中心に話を聞いてきました。

学校の働き方改革では、資料の１４ページにトリセツ

というものがホームページに公開されていまして、各学

校で取り組みを行うときには、こういったものを指標に

して下さいという説明がありました。また、先ほど報告

第２号で特別支援の支援員の話がありましたが、教員業

務支援員や指導員を増員するための予算を文部科学省で

確保したので活用をという話しもありました。

ＧＩＧＡスクールに関しては、デジタル教科書を令和

５年度から、英語・算数・数学から導入していくという

話しですが、基本的には現場のニーズを踏まえて導入す

る予定というところです。資料に記載されていますが、

デジタル教科書に書き込みしたものを皆で共有して、そ

れで授業を進めていくということを想定しているようで、

そういう事がやりやすい英語・算数・数学を考えている

ということでした。

次に教育委員会の機能強化と活性化について、指導主

事の方にもしっかりと勉強する機会がありますという話

もありましたけど、形式的な手続きがだめということで

はないのですが、より実質的な学校内部のことであると

か、そういったところについても責任を持って関われる

ように機能強化を図ってほしいというお話はありまして、
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後の分析会では実践例が発表されていました。

また、いじめ不登校対策の部分も、かなり時間を割い

て説明がありました。資料にありますが、COCOLO プラン

というものを出して進めているところではあるんですが、

とにかく些細なことからどんどん早期発見をして対処す

るということについては、文部科学省の方としても非常

に重視しているというところでした。後ほど資料に出て

きますが、いじめアンケートの結果のところについて、

正直言って、自治体間の格差がありました。数字という

ものは怖いなと思ったのですが、異常に少ないところと

異常に多いところがあって、平均数があの数値になって

いるだけというところなので、この辺りのところは後ほ

どの報告にも入れますけど、各学校に改めて、いじめア

ンケートの際に教育委員会から周知文書を出したほうが

良いのではないかなと思いました。

部活動のところに関しては、指導員の配置の補助金に

ついて予算が確保されており、市町村では３分の１の負

担で出来るので、是非進めてほしいとのことでした。た

だ、コミュニティスクールがしっかり中身を伴って出来

上がっているということを前提として話をしているなと

思ったのですが、一方でコミュニティスクールの導入率

が全国では４割程度なので、この部分にすごくギャップ

を感じました。

後半の分科会ですが、私は第３分科会の、いじめ対策

不登校支援に参加させていただきました。ここで一番衝

撃的だったのは、室蘭含め北海道のいじめの認知件数が

少ないということを、正直、集中砲火を浴びてきました。

室蘭と同じぐらいの規模の教育委員会では、アンケート

で年間１０００件の申告があります。そこの部分という

のは、とにかく、教育委員会からの熱心に些細なことに

ついてもきちっと挙げさせるようにというメッセージは、

口を酸っぱくして学校に言い続けているということで、

この辺りのところはかなり格差がありました。やはり、

文部科学省も早期発見して対処するということは重視し

てますので、アンケートでいじめの認知件数が増えてい

ること自体は全然問題視していませんでした。ですので、

アンケートの回数も含めて改めて検討する必要があるの

ではと思います。また、各個別の事案についてですが、
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いじめに関することについて、事務局のところで止まら

ないで、市教委本体や市長に積極的に報告をされている

というところが、私の分科会では多かったです。形式的

なものの審議の時間を署名審議とかにして、形式的なも

のを早く終わらせて、学校内部のことについて市教委本

体や市長に情報を挙げて議論するということが出来てい

るのかなと思います。とにかく、教育委員会がリーダー

シップをとって学校を引っ張ってくれというようなとこ

ろはかなりプレッシャーを感じました。また、スクール

カウンセラーだけではなく、スクールロイヤーですとか、

専門相談員を設置するというところについても、かなり

積極的な意見が挙がっていました。なぜかというと、現

場の先生や指導主事の方の負担が重くなりすぎる。分科

会なので、かなりざっくばらんな意見が出たのですが、

色々と難しい保護者の対処をこういう人たちにやらせは

いけない。他にやらないといけない大事な仕事をするエ

ネルギーがなくなると。だからこの部分はしっかり予算

化をして解消すべきだというところはかなり意見が出て

きましたし、実際に実践されているところもすごく多か

ったです。コミュニティスクールについても、いじめや

不登校の対策に貢献出来る部分があるんじゃないかとい

うところで意見がいくつか出ておりました。その際に、

アプリやメールを活用して情報共有をするというような

話も出ていましたが、実際に現地参加しているしている

方たちの集まりでしたので、非常に熱かったというのが

個人的な感想です。やはり一番衝撃的だったのは、自治

体間のいじめに関する格差が非常に大きいと思いました。

ですので、色々と積極的に行っている自治体を参考にし

て、これからの室蘭市での対応に活かしていけるのでは

と思います。

伊藤教育長 増川委員ありがとうございます。貴重なご報告をいた

だいたので、もう少し聞きたい部分ですとか、事務局含

めて、質問していただければと思います。

室蘭市のいじめのアンケートは、年間５回以上はマス

トでやってくださいという学校に指導をかけているんで

すね。去年のアンケートでは何件ありましたか。
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入村教育指導参事 今、資料を持ち合わせていないのですが、室蘭市内で

も学校によって認知件数に差があります。私たちも校長

会などで積極的な認知というところは声かけをしてると

ころですが、増川委員の話を聞きまして、より一層粘り

強くやらなくてはならないというのは実感しました。

増川委員 表現は難しいと思うのですが、やはりゼロとか少ない

っていうこと自体を教育委員会としては問題視してると

いうところは、何らかの形でメッセージを送りたいなと

思っていますので。改めてご相談に乗っていただければ

と思います。

伊藤教育長 いじめの調査結果は、こまめに定例会で報告をしても

良いのかなと思います。年５回の調査については、各校

の時期は揃っていましたか。

入村教育指導参事 市内一斉に５回行うと、一応目安は示していますが若

干ずれはあります。年に２回は必ず道に結果を報告する

調査がありますので、そこは揃っています。

伊藤教育長 集計できた時点で、出来るだけ近い定例会で報告する

形にした方が良いと思います。ほかに、ありませんか。

稲川委員 今のいじめは、まずは早期発見、そして早期対応とい

うこと。医学もそうです。最終的な寿命にどういう影響

があるのかというのは、必ずそれをやっていく過程でど

ういう成果があったかというか、評価をしますが、いじ

めもきちんと評価されているのか。また、こども達に年

に５回、いじめがあったのか、なかったのかというアン

ケートがこども達の心に対する影響はないのか。管理し

たい方としては、色々なデータが欲しいのでしょうけど、

それが学校生活の中のこども達の心にどういう影響を与

えているかとか、そういう違った目での視点というか、

最初は悪いことがあったら早く小さいうちから見つけて

それを出す。それに対して先生方も余裕があって早く対

応できれば良いのですが、でも巷では学校の先生の対応

に対してちょっと不登校になるものが多くなったりです

とか。ですので、先生に対するアンケートがあってもい
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いのかどうかとか、いじめと不登校とそれから全体のこ

ども達の学校が楽しいか楽しくないかとか、そういう色々

なことの視点からやっていかないと、もちろん、いじめ

られてる子は被害者ではあるし、そして不登校になった

らやはり被害者だという形で、あとはあっちは加害者だ

という、そういうような形の図式ができちゃうというの

が、そういうもののトータルでの考え方、文部科学省が

どう考えてるのかということをやっぱり教えてもらわな

いと、悪を早く見つけてやるという単純化されたような

図式ということは思っていて、いじめと不登校はどうい

うふうにバランスよく考えなきゃいけないのかあるので

すけど、そういう熱意の視点というか、今の対策がやっ

ぱり一番有効なんだという、そういう議論というのがあ

りましたか。

増川委員 そうですね。とにかく、こども達が回答しやすい、意

見表明しやすい仕組みを作ろうという話が現場の教育委

員の方からはかなり出ていました。単純に上から流れて

きたものを形式的にやっているだけという自治体の中で

ギャップはあったと思います。なんとか、いじめアンケ

ートを匿名で出来ないかという話もありました。匿名だ

とそれはそれで本人にたどり着かないので、難しい問題

ではあるかと思うのですが、やはり、熱心な現場の教育

委員の方と文部科学省とのギャップを感じたところとし

ては、文部科学省としては、最後にわざわざ釘を刺して

いたのですけど、不登校も１つの選択肢であるとは文部

科学省は考えてませんとはっきりおっしゃられました。

不登校支援は必要だと思っているけど、こども達が取る

べき１つの選択肢であるとは考えていないと、そこをは

っきりおっしゃられました。その瞬間、すごくブーイン

グがありましたけど、やはりこの辺りのところでまだ現

場との擦り合わせができていないのかなという印象はあ

りました。

稲川委員 驚きました。不登校も１つの選択肢であると私は思っ

ていたのですが、違うのですか。

伊藤教育長 室蘭市は不登校も１つの選択肢としています。
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稲川委員 言い切ってしまうとだめだから、何でもちょうどいい

ところがないとだめなのでしょうね。アンケートがステ

レオタイプになって、評価するときには、この人の無気

力ですとか何だとかって、色々なことになってしまうと、

その無気力の原因が何なのかというところを考えたアン

ケートをしていかないと、少しそういう社会的な問題行

動を起こしやすい子とか、色々いらっしゃるのだろうな

と思うのですが、やはりこども達も皆、心の問題を持っ

ているから、皆が皆、元気な子ばかりではないから、で

も現場の先生方は、運動会とか色々とある中で一生懸命

やってますよね。

増川委員 現場にまで教育委員会が入って熱心にやっているとこ

ろは、やはり熱心な先生方と一緒で、こども達１人１人

の個性を出来るだけ尊重してっていうのがすごく思いと

して強いなと思いました。やはり、個人的な感想ですが、

上のほうに行けば行くほどある意味、こどもの姿はこう

である。それを目指せと。それがこども達の評価の基準

にもなるというようなプレッシャーがあるなと思いまし

た。実際、まだ成績評価でＡＢＣとか残ってますからね。

頭の良い子たちは自分の学校でこういう行動をすればＡ

がもらえるのか分かってやっているので、その辺りのと

ころは評価の仕方とかも含めて議論が必要なところなの

かなと思いました。

古谷委員 今の時代は、勉強を目指す子は目指す子でいいですし、

個性をもっと活かしていける、勉強が不得意な子もいる

じゃないですか。ですので、それをもっと活かせる学校

であってほしい、というのが理想なのかなと思うのです

が。

増川委員 不登校のことに関しても、不登校からまた学校に通え

るようになったというシンプルな結果をすごい大きな基

準にして考えている自治体と、それぞれに合わせて、と

にかく教育で置いていかれないように、不登校の状態で

あってもその子が受けられるような形で環境を整えてい

って、必ずしも不登校から学校に通うようになったとい

うところの結果だけを左右しているわけではないという
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ところと、はっきり自治体によって大分色が分かれてい

るという気がします。だから学校に通い始めたという数

字を気にしているところはとにかく早く学校に来い、早

く学校に来いっていう家庭訪問をしているんじゃないか

なと、それで余計を追い込んだりとかしてないかなと心

配にはなりました。

伊藤教育長 室蘭市のいじめアンケートの取り方は小中学校で揃っ

ていましたか。

入村教育指導参事 北海道教育委員会から報告を求められているいじめア

ンケートのひな形がありまして、基本はそれに乗っ取っ

てやっているところがほとんどです。ただ室蘭市では最

低年５回は行ってくださいということにしてますが、そ

れ以上に毎月やっているような学校もありますが、毎月

やるところはもっと簡略化したアンケートを独自でやっ

ているところもあります。先ほど記名とか無記名の話が

ありましたが、ひな形では無記名できています。ただそ

うするとせっかく訴えてきたものを救ってあげられない

こともあるかもしれませんので、学校の判断で記名でや

っているところもあります。私が担任をしていた時にや

っていたのは、無記名でも、私が回って座っている順番

に集めて、何番目の子が書いているというので、あたり

をつけて、声をかけてやっていたりしていたのですが、

やはりどういう形が一番いいのかというのはまだ工夫の

余地があるかなと思います。

伊藤教育長 私がずっと思っているのは、いじめを受けていないと

いう子はアンケートが一瞬で終わるじゃないですか。で

すけど、自分が今の状態を訴えたい子がいたときに、大

部分の子は一瞬で「ない」で終わってペンを置いてしま

いますが、１人だけ、自分のことをもう少し書きたいと

いう子が、書く時間とか、書く環境にないと思うんです

よね。俗に言う同調圧力みたいなものがかかってしまっ

て、ちょっと先生に相談したいなと思うこともあるけど、

周りがペンを置いてしまったら、自分だけ書いてたら見

られるのかと、そういうところの配慮は考えないといけ

ないと思っています。
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入村教育指導参事 指導班でよく話をしているのですが、何も書くこと

がない子も、いじめについてどう思うか、自分の考え

を一番最後の欄に書きなさいというような指示を出し

て、全員が書いてる時間を作るような工夫っていうの

はやっぱり必要だと思います。

伊藤教育長 あと回収の仕方もですよね。

入村教育指導参事 回収の仕方は、後ろの子に集めさせると、チラッと

見えてしまうこともあると思いますので。

稲川委員 家に持って帰らないで、学校でやっているのですね。

入村教育指導参事 今、端末を持ち帰られるようになったので、家で端

末で入力してやれるようにということを道教委も考え

たのですが、ただそれでやったときに学校側の設定の

ミスで、授業でも使うのですが、入力したものが他の

こども達からに見えてしまうことがあるので、一端、

それはやらないようにと指示がきたこともあって、ま

だ端末を使って積極的にやるという形にはなっていま

せん。ただ、家でやると、紙を手渡しする必要もない

ので答えやすい子もいるのかなとは思います。

古谷委員 簡単にメールのような感じで先生に訴えるとか、そう

いう方法というのは。

入村教育指導参事 そういったことも出来ます。全ての学校ではないです

が、先生とこどもの簡単な日記のようなやりとりを端末

を使ってやっているところもあり、そこに心配なことが

書いてあったら先生が声をかけるということをしている

学校もあるのですが、そういったものをうまく活用して

いじめアンケートですとか、あとはアンケート以外でも、

こどもから先生に他の児童生徒にはわからないように訴

えられる手段があったら良いかもしれないです。

伊藤教育長 毎年１回行う体罰調査は、厳重に家に持ち帰らせて、

なおかつ封筒に入れて、回答の用紙を教室に持って行く

のではなく、玄関前に投函してもらっているので、いじ
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めアンケートも同じように同じように行っても良いかも

しれないですね。

入村教育指導参事 そのような方法も良いと思います。

伊藤教育長 体罰調査だけは見事に個人が特定出来ない配慮をされ

ているので、おそらく考えてる部署が違うのもあるかも

しれないですね。

入村教育指導参事 体罰がない人も出してくださいと。ある人だけが出す

と、出した人は対罰を訴えたとわかってしまうので、何

もなくても封筒だけでもいいので出してくださいという

やり方をしてます。

稲川委員 本当に現場できめ細やかに考えてあげていくという形

しかないのですかね。

伊藤教育長 私の個人的な感想ですが、あまりにも教員や学校がこ

どもたちの世界に介入し過ぎると、こども同士が仲直り

する経験ですとか、自分達で人間関係を調整する能力が

育たなくなる可能性もあるんじゃないかなと。昔は喧嘩

をしたら次の日になれば「昨日ごめんね」と謝って、「い

や、いいんだ、いいんだ」と前よりも仲良くなって、そ

ういう喧嘩して前より仲良くなったという、そういう経

験をしてたと思うのですが、今の子たちは、そういう場

面が少ないんじゃないかなと、そこをますます奪ってし

まうことにもならないのかなと思う自分もいたりして、

悩ましいところもあるんですよね。

古谷委員 親同士が仲良くしてると、情報交換も出来て、少しト

ラブルになってもお願いねとか、言いやすいとかありま

すよね。

伊藤教育長 そうですね。親同士が仲良いクラスの子たちは仲良い

ですね。

古谷委員 大事になりにくいですよね。
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稲川委員 難しいですよね。喧嘩両成敗と昔からありますが、必

ずどちらかに原因があったらわかりやすいのですが、で

もそれもまた、社会で生活していくときに、自分だけが

正しくて、こっち側が悪いんだとか、白か黒かっていう

形ばっかりやっていこうとすると、それは管理する方と

しては簡単だと思いますが、やはりグレーなところでず

っといくっていうのが一番いいかなと思うこともありま

すが、でも実際に重大事態の大変なことになった人達に

とってはそうではないですし、医学ですら難しくて、精

神科に通っても自殺される方が何万人もいる訳ですから、

生きづらいという子はいるのでしょうけど、その子達が

ちゃんと中学校まで通えるようにね、必ず、出来る子も

いるし、平均的な子もいるし、出来ない子もいるし、勉

強も分かりづらいものは分かりづらくて、５０分でもず

っと分からない授業を聞いているというのは苦痛なもの

なのかなと。先ほど話したように先生方も本当に大変で

すよね。

古谷委員 今日たまたま不登校に関するテレビを見て、もう管理

されることが嫌という子もいるんですね。この時間にこ

れをしないといけない、チャイムで行動しないといけな

い、皆と同じように整列をしなきゃいけない、そういう

ことが苦痛だという子がいて、不登校になる子もいて、

そういう時代なのかなと、そういうものだと思って育っ

た年代なので、すごく驚きました。

稲川委員 学校に行かない子達は、ゲームの世界がすごく楽しい

世界だから、我々は学校に行くしか楽しいことがなかっ

たから、今の子達は選択肢が増えましたよね。

伊藤教育長 昔は、家にいたらつまらなかったですよね。

稲川委員 今、大変だという話ばかりしてしまいましたが、きっ

と先生方は楽しさもあると思いますし、教育する身とし

て、こども達が元気に育っていく姿を見たら、やりがい

があって楽しいのだろうと思います。

伊藤教育長 そうですね。やはり学校教育の醍醐味は、こども達か
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らもらう感動です。あれはやはり教員でないと味わえな

い感動でないかなと思います。校長になっても卒業式な

どで感動的な場面をこどもたちが見せてくれると自然に

涙出ます。その時は担任の先生が良いなと思いますね。

増川委員 改めて本当に難しい問題だなと思うのですが、検討出

来るところから、やっていくしかないのかなと思います。

伊藤教育長 増川委員、ご報告ありがとうございました。

以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。これ

をもちまして、令和５年第１１回室蘭市教育委員会定例

会を閉会いたします。

室蘭市教育委員会教育長 伊 藤 博 明

室蘭市教育委員会委員 増 川 拓

会 議 録 調 製 員 船 橋 晶


